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令和５年度第５回茅ヶ崎市指定管理者選定等委員会会議録 

 

議題 （１）茅ヶ崎市屋内温水プールの指定管理者選定に係る面接審 

査について 

（２）茅ヶ崎市駐車場の指定管理者選定に係る面接審査について 

 

日時 令和５年１０月１０日（火） １３時００分～１６時２０分 

 

 場所 茅ヶ崎市役所本庁舎６階 理事者控室 

 

 出席者氏名 

 

 

 

 

 

 

 

【委員】 

藏田委員長、山本副委員長、小山委員、長田臨時委員、 

細田臨時委員 

 

【事務局】 

（行政改革推進課）永倉課長、廣瀬主幹、岡崎課長補佐、 

早坂主任 

（スポーツ推進課）佐藤課長、工藤課長補佐、坂巻主査 

（安全対策課）熊澤参事、小松課長補佐、沼田副主査、 

齋藤主任 

 

会議資料 

 

 

 

・令和５年度第５回茅ヶ崎市指定管理者選定等委員会 次第 

≪議題1≫ 

・茅ヶ崎市屋内温水プール指定管理者選定審査評価表（Ａ社） 

・茅ヶ崎市屋内温水プール指定管理者応募書類一式（Ａ社） 

・茅ヶ崎市屋内温水プールネーミングライツパートナー申込書

類一式（Ａ社） 

・茅ヶ崎市屋内温水プール指定管理者募集要項 

・茅ヶ崎市屋内温水プール指定管理者管理運営の基準 

・茅ヶ崎市屋内温水プールネーミングライツパートナー募集要

項 
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・茅ヶ崎市屋内温水プール指定管理者募集要項 質問回答につ

いて 

 

≪議題2≫ 

・茅ヶ崎市駐車場指定管理者選定審査評価表（Ａ社） 

・茅ヶ崎市駐車場指定管理者応募書類一式（Ａ社） 

・茅ヶ崎市駐車場指定管理者募集要項 

・茅ヶ崎市駐車場指定管理者管理運営の基準 

・茅ヶ崎市駐車場指定管理者募集に関する質問・回答一覧 

 

会議の公開・非公開 非公開 

 

非公開の理由 茅ヶ崎市屋内温水プール及び茅ヶ崎市駐車場指定管理者選定に

係る面接審査であり、法人等の権利、競争上の地位その他利害

を害するおそれがある情報を審議するため。 

 

 

 

会議録 

 

〇廣瀬主幹 

それでは、定刻となりましたので始めさせていただきます。 

本日はご多忙のところ「令和５年度第５回茅ヶ崎市指定管理者選定等委員会」にご参加

いただきまして、大変ありがとうございます。 

本日議題（１）におきましては、長田委員に臨時委員としてご出席をいただいておりま

す。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

また「茅ヶ崎市屋内温水プール」の施設所管課である、スポーツ推進課の職員３名も出

席をさせていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。 

本日の議題といたしましては、次第にありますとおり、 

１件目として「茅ヶ崎市屋内温水プールの指定管理者選定に係る面接審査について」 

２件目といたしまして「茅ヶ崎市駐車場の指定管理者選定に係る面接審査について」 

以上２件の審議事項と最後に「その他」としております。 

それでは、議題（１）につきまして資料の確認をさせていただきます。 
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【資料確認】 

 

資料につきまして、過不足等ございませんでしょうか。 

続きまして、議題（１）の委員会の成立についてですが「茅ヶ崎市指定管理者選定等委

員会規則」第６条第２項に従いまして、本委員会委員５名のうち、現在４名の出席で過半

数を超えておりますので、本会議が成立していることをご報告いたします。 

それでは、会議の進行は、藏田委員長にお願いしたいと思います。 

藏田委員長、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

〇藏田委員長 

よろしくお願いいたします。 

では、会議を進めさせていただきます。 

最初に議題（１）の公開・非公開についてお諮りをいたします。 

議題（１）「茅ヶ崎市屋内温水プールの指定管理者選定に係る面積審査について」は、

法人等の権利、競争上の地位、その他利害を害する恐れがある情報を審議することになり

ますので、非公開とさせていただきたいと思いますがよろしいでしょうか。 

 

【異議なし】 

 

では、非公開とさせていただきたいと思います。 

では、次第に沿いまして、議事を進めて参りたいと思います。 

議題（１）につきまして、事務局からご説明をお願いいたします。 

 

〇早坂主任 

それでは「茅ヶ崎市屋内温水プールの指定管理者の候補者選定における面接審査の実施

方法」についてご説明いたします。 

まず、これまでの経過といたしまして、７月２５日に本選定等委員会を開催いたしまし

て、募集要項等についてご意見をいただき、募集要項を８月７日に公開しております。 

その後、希望する事業者に対する応募者説明会及び現地見学会を当初８月１４日に予定

しておりましたが、台風のために延期をいたしまして、８月２２日に実施をいたしまし

て、８月７日から８月２５日までを今回の募集に関する質問の受付期間とし、９月１日ま

でに質問への回答を行いました。 

その後、９月８日から９月２２日までを応募書類の受付期間といたしました。 
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現地説明会には２者が参加され、最終的に１事業者からご応募をいただいております。 

応募者が３者以内のため、本日は、面接審査を行っていただきます。 

審査の流れについてですが、応募事業者に説明を２０分、委員からの質疑応答を概ね２

０分で行っていただき、その後、評価結果をご記入いただくこととなります。 

また、応募者の説明の際には、持ち時間２０分の１分前及び終了時にベルを鳴らしてお

知らせすることといたします。 

面接審査が終了しましたら、委員の皆様は、面接審査の採点及び総評を５分間でご記入

をお願いいたします。 

審査が終わりましたら、挙手をいただければ事務局が回収に参ります。 

なお、審査項目についてですが、お手元の評価表で３５項目ございます。 

評価点は「非常に優れている」は５点、「優れている」は４点、「普通」は３点、以下

２、１、０点となりますので、ご留意ください。 

また、応募者であるＡ社からは、ネーミングライツパートナーの申請がございました。 

提案されたネーミングライツ料につきましては、ネーミングライツ料評価基準に基づ

き、最大５点で事務局にて点数化いたしまして、その点数を各委員の総合評価点の合計に

加点いたします。 

最後に今回の選定では、提案事業者が１者しかいなかったことから、総合評価点が６割

にあたる４２０点以上となることが、指定管理者の候補者として選定される条件となりま

す。 

なお、委員の皆様からいただきました総評の「評価できる点」と「改善を要する点」に

つきましては、選定された団体への通知に記載し、指定管理期間の業務に反映していただ

きますので、総評をご記載いただきますようお願いいたします。 

説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

〇藏田委員長 

ご説明ありがとうございました。 

審査の進め方につきまして、何かご質問等ございますでしょうか。 

では、今のご説明従いまして、審査に入って参りたいと思います。 

まずは施設所管課より、応募団体の応募資格についての報告、応募者からの事前の質問

事項等についてのご説明をお願いいたします。 

 

〇佐藤課長 

それでは、スポーツ推進課からご説明をさせていただきます。 

応募いただきましたＡ社につきましては、募集要項に記載されております応募資格項目
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をすべて満たし、また提案を求める事項の記述や応募に際しての必要書類の提出など応募

要項上の条件を満たしております。 

質問期間中に提出されました質問につきましては、１者から５問ございました。 

質問内容及び回答につきましては、別紙に示している資料のとおりでございます。 

また茅ヶ崎市ホームページ上でも掲載をしております。 

説明は以上でございます。ご審査のほどよろしくお願いいたします。 

 

〇藏田委員長 

ご説明ありがとうございました。 

何か、施設所管課に対するご質問等ございますでしょうか。ありがとうございます。 

では、ただいまから面接審査に入らせていただきます。審査の説明について事務局から

お願いします。 

 

〇廣瀬主幹 

それでは、応募団体に入室いただきまして、進行の説明をさせていただきます。 

 

【応募事業者（Ａ社）入室】 

 

○廣瀬主幹 

最初に本日の進め方の説明をさせていただきますので、どうぞおかけになってお待ちく

ださい。 

それでは、ただいまから「茅ヶ崎市屋内温水プールの指定管理者候補者の選定のための

面接審査」を行います。 

本日はお忙しい中ご出席いただきまして、大変ありがとうございます。 

面接審査でございますが、説明時間は２０分以内でお願いいたします。 

説明に関しましては、１分前及び終了時にベルにてお知らせをさせていただきます。 

終了時刻となった時点で、説明は中止していただきますようお願いいたします。 

また本日はＡIの議事録で録音をさせていただいております。皆様の前に黒いマイクが

ございまして、真ん中に人が話しているマークのボタンがございますので、それを押して

いただくと音声が出るような形になっております。ご説明される際は、赤いボタンにラン

プが点いたのを確認してから、ご説明をいただきますようお願いいたします。 

説明が終わりましたら、引き続き質疑応答の時間を概２０分ご用意させていただいてお

りますので、よろしくお願いいたします。 

なお、会社名や会社が特定されるような内容については、ご説明・ご発言なさらないよ
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うにお願いいたします。 

また事前にもお伝えさせていただいておりますが、応募書類に記載のない新たな提案事

項については、ご説明いただかないようお願いいたします。 

記載のない新たな提案事項については、点数にはお含めをいたしませんので、よろしく

お願いいたします。 

準備が整い次第、ご説明をよろしくお願いいたします。 

 

【応募事業者（Ａ社）プレゼンテーション】 

 

〇藏田委員長 

ありがとうございました。 

では、質疑応答の時間を２０分程度取らせていただきたいと思います。 

委員の皆様からご質問ございましたらお願いします。 

山本委員、お願いします。 

 

〇山本副委員長 

ご説明ありがとうございました。 

私から伺いたいことは３点ほどありまして、まず１点目ですが、御社の過去３年分の決

算書等を提出いただきまして、ここ数年少しずつ回復していますが、３期前の決算書にて

かなり多額の損失が生じております。 

原因としては、体育施設等のスポーツ関連の事業を展開していらっしゃるので、新型コ

ロナウイルスの影響を受けていたかとは思っておりますが、この損失に関しての主な原因

等をご説明いただきたいのと、毎年利用者数等が回復しているのは少しずつ見えておりま

すが、今後の目標として、どのくらいでこれを解消する考えなのでしょうか。その辺りの

今後の経営の方向性についてがまず１点目となります。 

もう１点は、今ご説明いただいた中に「いろいろとこういうことをやっていきます。」

というお話をいただいていますが、その中でもう少しご説明を出していただき、資料にも

追加していただきたいと思ったのが、市からの提案を求める事項内の「利用者満足度の向

上について」というところで、「どのような手法で意見を集約し、その内容を利用者満足

度の向上に反映させていくのかを提案してください。」というお願いをしています。 

意見の集約方法としては、資料の中に出ているのは１３ページの「利用者要望、意見等

の把握・反映方法」というところで、取り上げられているものしか見当たらないのです

が、ここでいっている「利用者モニタリング」の利用者アンケート・Ｗｅｂアンケート・

意見箱、お問い合わせホーム、この辺りの取り組みに関しては、現在もやっていらっしゃ
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るかと思います。 

どちらかというと市が提案を求めているのは、現在よりももっと前向きにやって欲しい

ということをお願いしているのだと思います。 

そのため、これをさらにどういう形でもっと皆様の意見を聞いて、それを経営に生かし

ていくのかというところが、いただいた提案の中には不足していると感じましたので、そ

の点の補足をお願いしたいところです。 

それから、３点目につきましては、危機管理の点についてです。実際の利用に関して、

現地も見させていただき、監視員の体制などはとても良いと思っているのですが、危機管

理のマニュアルの中に、場所としては海も近い、川も近隣ということで、先日も津波があ

りましたが、もし津波があった場合の対策マニュアルというのが見当たらなかったので、

その点について、どのようにお考えなのかというところの３点の説明をお願いいたしま

す。 

 

〇応募事業者（Ａ社－①） 

ありがとうございます。 

それでは、１点目のご質問からお答えさせていただきます。 

ご指摘のとおり、過去３年の財務状況につきましては、数値ではっきりと捉えられるか

と思います。 

原因といたしましては、やはり新型コロナウイルスの影響がまずは１番大きいという認

識です。 

弊社の事業といたしましては、本市の施設、その他の公共施設の運営管理。それから直

営店のような形で、みずから店舗を出店し、賃貸や店舗でのフィットネス事業が主となり

ます。 

特に民間のフィットネス業界につきましても、割合で申し上げると、２０％程度の会員

が退会してしまったというのが、コロナ禍の現況でございました。 

ご承知のとおり、ようやく新型コロナウイルスの影響も徐々に薄れ、現在直営店につき

ましても、お子様を中心にかなり会員が戻りつつあるという状況で、新型コロナウイルス

前の水準と比較すると、現状マイナス５％ぐらいの進捗でございます。 

向こう３年間、会社といたしましても、順調にここの赤字幅、当然、今期も黒字化で予

算は立てておりますし、最終着手をいたしましても経常損益ベースで、２．７％を出そう

というところで着地を見込んでおりますので、今後につきましても次年度、さらには２年

後を含めまして、しっかりとした黒字体制を作り、財務基盤が確立できるであろうと認識

をしております。 
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〇応募事業者（Ａ社－②） 

私からは、満足度調査について、ご説明をさせていただきます。 

今、おっしゃっていただきました１３ページに記載をしておりまして、我々は「利用者

モニタリング」、「行政モニタリング」、「事故モニタリング」の３つの手法で実施させ

ていただくのですが、新たに取り組むモニタリングとしましては、利用者モニタリングの

Ｗｅｂアンケートというものをご提案させていただいております。 

こちらにつきましては、やはり施設に来られる方の意見だけでは、広く市民の皆さんの

ご意見を伺えないので、もう少し皆様が投稿しやすく、意見を述べやすいようなスタイル

を採るために、Ｗｅｂ上でのアンケート方式で、「こういうものがあったらいいな。」と

いうご意見をいただくような仕組みをまず取り入れさせていただくというのが１つでござ

います。 

もう１つは、今回、ご提案させていただいておりますが、今度は、施設外に出向いたア

ウトリーチ活動というものを進めていくところです。これが近くの学校や企業様にお伺い

した際に、やはりそこでも事業に参加された方々のご意見をお伺いしまして、それを施設

の運営に反映していくという取り組みをさせていただきたいと思っております。 

これらで把握したご意向をＰＤＣＡサイクルで回しまして、今回５年間の指定管理期間

をいただきますので、少しずつ運営を改善する、また、新しい取り組みを実行していくと

いう仕組みづくりを達成させていきたいと思っております。 

次の津波等の災害関係でございますが、おっしゃっていただいたとおり、津波が心配さ

れるところもありますが、川の近くにある施設でございますので、一旦、津波が来るとそ

の川を逆流して、浸水される可能性は非常に高いと思っております。 

やはり、川の近隣に位置している施設でございますので、１回川の堤防を超えてしまう

と、すべての水が施設に流れ込んでしまうということもありますので、我々としまして

は、近くに清掃工場をはじめとした工場関係の高い建物がありますので、そこに避難でき

るようなルートを事前に研修で確認させていただきまして、利用者をスムーズに誘導でき

るような体制はとっております。 

こちらを今後マニュアルに反映させていただきまして、然るべき対応で災害対応ができ

るよう、体制を整えていきたいと思っておりますので、そこはしっかりとやらせていただ

きたいと考えております。 

 

〇山本副委員長 

承知しました。ありがとうございます。 

やはりマニュアル化をきちんと書面にしていただかないと、職員にそういう形で検証し
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ているとおっしゃられても、いざという時には、その対応がすぐできないという可能性も

ありますので、きちんとした書面にしていただきたいです。それにプラスして、利用者に

もわかるように「こういう時には、ここへ避難できますよ。」というような表示をしてお

いていただいた方がよろしいのかと思います。 

利用者満足度のアンケートにつきましても、アンケートを取るだけではなく、可能であ

れば利用者に対して、「こういうご意見がありました。このように対応します。」という

ように対応策まできちんと表示していただきたいと思います。利用者は、アンケートを出

してもそれがどう扱われたのか、その結果が見えないと「書いても意味がない。」と感じ

たりするので、その辺りについても、意見に対して対応が分かるようにしていただきたい

と思います。よくスーパーなどでは、店長への意見箱があり、「こういうご意見をいただ

きました。こういう返事があります。」というような対応をしているところも多いので、

いただいたご意見に対して、「どのようなご意見があったのか。」、「どういう形で皆さ

んにそれをフィードバックしているのか」。というのが、わかるような示し方をしていた

だくと、さらに満足度が上がると思いますので、その辺りもぜひご検討いただければと思

います。 

 

〇応募事業者（Ａ社－①） 

かしこまりました。 

 

〇藏田委員長 

他にいかがでしょうか。小山委員、お願いします。 

 

〇小山委員 

ご説明ありがとうございました。 

私からは、細かいことも含めて４点ほどご質問させていただきます。 

１点目は、設置目的にあった自主事業の中で、性の多様性への配慮に向けたフリースペ

ースとして、会議室を活用していくというお話があります。一方で、この会議室について

は、主要となるスポーツイベント事業の中で、会議室を利用していろいろな計画を持って

いる。その辺のことを含めて、バッティングしないのだろうかと思いました。 

それから性の多様性への配慮とは、具体的にどういうことをお考えになってるのかとい

うことを教えてください。 

それから２点目は、地域協働連携事業の中で、「市内の小・中学校あるいは中学校の運

動部活動と連携をとって受け入れる」とありますが、これは現在実施しているのか、ある

いはこれから新規に始めるのか、その場合、他の地区でも経験されていることがあるのか
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もしれませんが、実現性の有無や拡大についてのお考えをお聞かせください。 

それから３点目は、物品販売についてです。レンタルということで、プレミアム会員制

度を新たに導入されるのだろうと思いますが、この月額４５００円というのが、もっとこ

れを大きく活動する方策があれば、より良いことなのなのかと思いますが、この４５００

円というサービス内容が、どこから出てきたのか、その辺りのことについてお聞かせくだ

さい。 

最後に４点目ですが、就業規則等は大変立派な内容で構成されているかと思いますが、

いずれも２０１８年４月１日より施行ということで、その後の法律改正等の反映は、実態

はおそらくされているのだろうと思いますが、例えば特に時間外労働や賃金規定に関する

記載がいつまでの改正内容を盛り込んでいるのか、以上４点についてお聞かせください。 

 

〇応募事業者（Ａ社－②） 

ありがとうございます。 

まず、フリースペースの活用でございますが、こちらにつきましては、これまでも一般

市民の方が会議でご使用いただいたり、私たちの自主事業として、ヨガ教室やピラティス

という形で実施させていただいているところでございます。 

ただ現状としては、全体の年間稼働率でいくと、おおよそ１５％の稼働になっておりま

して、その他の時間帯でどのように活用するかというところで提案させていただいたとこ

ろです。 

そのため、空いている時間帯につきましては、例えば教室に参加される親御さんがお子

様を遊ばせる場所が今はないという状況もございますので、そういったところに活用させ

ていただいたり、もしくは事業が入っていないところ、利用がないところにつきまして

は、着替えであったり、そういうところで活用させていただきたいなというご提案でござ

いました。 

特にトレーニング室につきましては、多目的更衣室がないものですから、そのトレーニ

ング室を使用される際に、性の多様性があり、着替えができないというお客様に関しまし

ては、そこの施設をご利用いただくというような、臨機応変な使い方をしていきたいなと

いうご提案でございました。 

もう１点、性の多様性についての配慮ですが、現在、この他の施設でも取り組んでいる

内容としましては、やはりそういった方々の性別の問題です。 

例えば、我々の方で申込書などを書いていただく場面が多々ありますが、そこで性別を

お聞きしないなど、そういった配慮に向けた運営の改善をしていきたいなというご提案で

ございます。 

さらには、プレミアム会員の設定でございます。 
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こちらにつきましては、月額４５００円という金額をご提示させていただいております

が、積算根拠としましては、こちらのプレミアム会員制度に入会いただいたお客様に関し

ましては、プールとトレーニング室のどちらも使えるシステムでございます。 

従いまして、こちら１回当たりの利用料金を合算しますとプールが４１０円、トレーニ

ング室が２００円の合計６１０円を１回あたりの利用としまして、これを８回利用してい

ただくとこの金額になります。 

つまり、１ヵ月の中で週に２回お越しいただくとこの金額になるという積算根拠であり

ます。さらには、この施設にビジネスパーソンの方がお越しいただきやすいように、レン

タルロッカーとレンタルタオルもお貸しさせていただく形になっています。 

こちらについては、無償でお貸しするプランになっていますが、それを合わせて総合的

に考えた際に、４５００円が妥当な金額ではないかというところでご提案させていただい

たところでございます。 

最後の就業規則につきましては、昨今いろいろと最低賃金や働き方改革というのもござ

いますので、そういったいろいろな働く方のライフスタイルに合わせて、就業規則の改変

も検討しております。 

社内では、人事推進制度委員会を設けまして、働く方のライフバランスに向けた就業規

則の改変につきましても、検討している段階でございまして、近いうちに、この就業規則

も少しずつ変化していくのかというところが社内の状況でございます。 

以上でございます。 

 

〇小山委員 

ありがとうございました。 

今のご説明を踏まえて２点ほどよろしいでしょうか。性の多様化についてが１点目とな

ります。見た目とご本人がお考えになっている実態とは異なる方から申込があったとき

に、例えば男女、あるいはその他の区分という性別に関しては、御社の受付がされること

になるのですか。 

 

〇応募事業者（Ａ社－②） 

ご認識のとおり、受付で確認を取っております。 

 

〇小山委員 

承知しました。いわゆるその他といわれるケースの場合に、「その会議室を使用された

らどうですか。」というご案内をされるのでしょうか。 
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〇応募事業者（Ａ社－②） 

その通りです。例えば同性の方が変わる可能性のように、体は男性ですが、心が女性の

方もいらっしゃると思いまして、そういう方がどちらを使うかと悩まれたときに、こちら

の会議室をお使いいただようにご案内をさせていただければと考えております。 

 

〇小山委員 

それは、利用者からの申出に対応するということで、会議室等を使用していくというこ

とでしょうか。 

 

〇応募事業者（Ａ社－②） 

その通りです。 

 

〇小山委員 

ありがとうございました。 

もう１点の就業規則については、この書き方を見る限り２０１８年４月１日より施行

し、それ以前のものは破棄するということは、これはこれで良いのだろうと思いますが、

御社は、しっかりされた企業ですから、この改正に応じて、いわゆる付則の中でいつから

一部を改定していくという内容が一般的であるということは、その時点での法律改正に対

応していますよという説明にもなるのではないかと思うのですが、この書き方でずっとい

らっしゃったのでしょうか。この辺りについては、先ほどの人事担当の方が、改正してい

く中で施行月日やその修正に応じたそういうものが織り込まれた方が良いのではないかと

いうことで、お聞きいただければと思います。 

以上です。 

 

〇応募事業者（Ａ社－②） 

かしこまりました。 

 

〇藏田委員長 

ありがとうございます。小・中学校の連携については実績でしょうか。 

 

〇応募事業者（Ａ社－②） 

その通りです。運動部活動の実績につきましては、まだ実績はございませんが、私ども

は、全国で７０施設ほどの指定管理施設を担当させていただいておりまして、各自治体様
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からそういったお声掛けをいただいており、実現に向けて、現在協議を進めている段階で

ございます。 

 

〇藏田委員長 

ありがとうございます。他にいかがでしょうか。 

長田委員、お願いします。 

 

〇長田委員 

ご説明ありがとうございました。 

先ほどのプレゼンの中でも、「安心・安全」、「最適」という言葉がありましたが、利

用者目線として、「駐車場が整備されている。」、「水が綺麗である。」や「設備が綺麗

だ。」などといったところの最適も大事ですが、利用者としては、安心・安全についてが

１番大事だと思われます。 

プレゼンの中でもお話がありましたが、利用者が安心・安全なプールを望んでいますの

で、そのために、一番重要だと思われることをもう一度お聞かせください。 

 

〇応募事業者（Ａ社－②） 

やはり安全・安心というものは、１番のサービスでございますので、我々としまして

は、民間スポーツクラブを約５３年間、実施してきたというところでございます。 

従いまして、そういった民間スポーツクラブの経験を生かした人間をこちらに配置して

おりますので、プール監視や受付の接遇など、そういったお客さんをお迎えする体制につ

いて、満足いただけるような姿勢を持って管理させていただいてるところでございます。 

あとは維持管理の部分になりますが、これまでは、水が濁っていた状況がありまして、

泳いでいる最中に衝突するという事案がありました。 

そのため、水質の課題に戻りますが、２５メートル先まで見えるプールにするため、水

質を改善するところも我々のノウハウでございますから、そういうところを含めて、人と

物というところに重点を置いて、今後も管理運営を進めていきたいというところでござい

ます。 

 

〇応募事業者（Ａ社－③） 

私からは、まず一番水を扱う施設が最も事故が発生しやすいということで、今年につき

ましても、他施設では、様々な水の事故があったという観点から、やはり水に関わるスタ

ッフの教育、そこに関しては指導という部分ももちろん大切ですが、万が一の水難事故が

発生した際の初期動作、この体制をいかに全スタッフが瞬時に行動に移せるかどうかだと
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思っておりま。これが１番お客様に対する安全の担保であり、私どもが目指している施設

運営の根幹であると認識しております。 

 

○応募事業者（Ａ社－①） 

施設といたしましては、安全の確保というところで先ほど申し上げましたが、万が一事

故が起きた際の初期行動については入社した段階から第１優先として研修をいたしまし

て、入った日からすぐに動けるような体制を整えております。 

また、心臓マッサージなどの研修につきましては、年に１回大きな研修をするととも

に、繁忙期の直前や夏休み、春休み、冬休み前の子供たちの利用者数が増える段階で、も

う一度研修を実施することで、全員で確認し合いながらの研修を行い、常に動ける体制を

確認しております。 

そこの安全を確保した上で、お客様に見た目でも安心していただけるような監視体制や

受付の接遇体制というところで、安心を見てわかるようにするというところも重点的にス

タッフに教育しながら運営しているところでございます。 

 

〇長田委員 

ありがとうございます。 

この先５年間ということですので、ぜひ現在進行形での安全・安心を心がけていただき

たいと思います。 

 

〇藏田委員長 

ありがとうございます。 

私から、今後、指定管理期間中の改善も含めてお願いがございます。 

１つは、事業収支の事業計画事業費の中で、その他経費の内、いわゆる自主事業がまと

めて数字が入っていますが、具体的に今お書きいただいている各回のイベント、数値があ

ると思います。それに対応したより詳細な対応関係が見られる事業収支計画を追加でご提

出をいただきたいと思います。詳細な事業収支計画がなければ、中々評価しづらいところ

ですので、その点について、今記載されているものについて、当然、それに対する事業支

出があろうかと思いますので、事業支出もしくはそれに対応する収入があれば、そこもわ

かるようにしていただければと思います。 

あと２点ほどご提案ですが、１点目は、非常に充実したご提案をいただいているかと思

いますが、正直、私の感覚としては物足りないという印象があります。物足りないという

のは、「もっとこういうことができるのではないか。」という積極的なご提案をいただき

たいと思っております。 
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その点では大きく２つ。１つは、利用者増のところについて、より詳細な現状、どこに

繁閑期があって「人が少ないところは、このように手当をしていきます。」というような

ことをしっかりと所管課と共有いただき、対応していただくというようなこと。データに

基づく対策といったところをぜひご検討いただきたいのと、トレーニング室のモニターカ

メラでの監視というのがございますが、やはり人間の目での監視には限界がありますの

で、そういった意味では、ＡIを含めたよりテクノロジーな面でのご提案などもぜひ積極

的にご検討いただきたいと思います。茅ヶ崎市の温水プールの安全をより人の目と機械と

を合わせて、御社の技術をできるだけ投入していただき、改善していただくような取り組

みを利用者増とテクノロジー利用といった辺りは、今後の検討の中で、技術もどんどん進

歩して参りますので、ご検討いただければと思います。以上です。 

ありがとうございます。 

そろそろ時間ですが、よろしいでしょうか。 

時間が参りましたので、以上とさせていただきたいと思います。 

以上で、面接審査を終了させてだきますので、よろしくお願いします。 

結果につきましては、後日、通知をさせていただきますので、よろしくお願いいたしま

す。ありがとうございました。 

 

【応募事業者（Ａ社）退出】 

 

〇廣瀬主幹 

お疲れ様でした。 

委員の皆様におかれましては、評価表の記入をお願いいたします。 

面接審査の評価点と総評の記載をお願いいたします。 

総評につきましては、箇条書きでご記載をいただければと思います。 

記載がお済みになりましたら挙手をしていただき、事務局にて回収に伺います。 

記入が終わられた委員の方からしばらくの間、休憩となりますので、よろしくお願いい

たします。訂正は、見え消しで書いていただきますよう、お願いいたします。 

 

【集計】 

 

〇藏田委員長 

では、会議を再開いたします。 

事務局より集計結果のご説明をお願いいたします。 
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〇廣瀬主幹 

それでは、集計が終わりましたのでご報告させていただきます。 

スクリーンをご覧いただきますようお願いいたします。 

Ａ社は、面接審査の結果４７１点となりました。 

また、Ａ社からは、ネーミングライツパートナーの申請がありました。 

事前に送付させていただいております「茅ヶ崎市屋内温水プールネーミングライツパー

トナー申込書」の写しをお送りさせていただいておりまして、希望ネーミングライツ料は

１年間当たり１００万円となっております。 

申請内容につきましては、本会議に先立ちまして、施設所管課において提案された愛称

が、「市が募集要項で設定した条件を満たしていること」、「使用を禁止する愛称でない

こと」、「申請団体が応募資格を満たしていること」を確認しております。 

本申請につきまして「茅ヶ崎市屋内温水プールネーミングライツパートナー募集要項及

びネーミングライツパートナー選考基準」では、市の設定金額を上回る提案のあった中

で、最も高い金額は 5点の加算を行うこととしております。先ほどの評価点に５点を足す

ことといたしまして、４７６点が最終評価点となります。 

以上の結果、今回唯一の応募をいただきましたＡ社につきましては、本日の選定等委員

会で採点をいただきました４７１点が満点の６割を満たしていることから、指定管理者の

候補者とし、ネーミングライツ分の５点を加算いたしました４７６点を最終評価点とした

いと考えております。 

なお応募者Ａ社につきましては、株式会社東京アスレティッククラブとなっておりま

す。 

審査結果は以上となります。よろしくお願いいたします。 

 

〇藏田委員長 

ただいま事務局から報告がありましたとおり、茅ヶ崎市屋内温水プールにおいて面接審

査による合計得点が、満点の６割以上でかつ最高得点の東京アスレティッククラブを指定

管理者の候補者として選定することを決定してよろしいでしょうか。 

 

【異議なし】 

 

○藏田委員長 

では、ご了解いただきましたので、東京アスレティッククラブを指定管理者の候補者と

して選定することといたします。 
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総評について取りまとめをしていきたいと思います。 

評価できる点３点、重点的に改善に取り組んでいただく点３点程度をまとめていきたい

と思います。 

 

〇廣瀬主幹 

皆様から記載いただきました内容をスクリーン投影させていただいております。 

評価できる点といたしましては、 

① 茅ヶ崎市の諸計画に則り、同団体の特性を生かした計画が網羅的に構想されている

と思います。自治体と企業の良好な連携に対処します。 

② 企業ならではの視点で、基本方針の 3点が設定されていると思います。どれも現代

社会に重要で、さらには、茅ヶ崎市のこれからをつくりだす特徴にもなり得ます。

着実な運営と遂行を期待しています。 

というような内容となっております。そのほかにつきましては、 

・指定管理者としての妥当性 

・経験と実績を踏まえ、またより改善策への取り組み計画もあり評価できる点 

・危機管理、労務管理の規程も十分整備され、雇用契約書と賃金台帳の管理もしっかり

し、信頼がおける点 

・駐車場対策に対する努力を評価する。 

・「プールの室温管理」、「プールの水質改善」、「駐車場不足の緩和」等で効果的な 

施設管理を行い、順調に利用者数を増加（回復）させている。 

・自主事業を民間の発想を活用していただいていること。 

・多様な提案をいただいていること 

こういったところが、評価をするご意見として頂戴しているところでございます。 

 

〇藏田委員長 

ありがとうございます。 

評価できる点を３点にまとめていきます。 

駐車場対策やプールの水質管理等々が具体的な提案として挙がっておりますので、「計

画」、「自治体との良好な関係」、「確実な実績」、「改善策」について、具体的な方が

良いと思うので、①、②は、指定管理者としての妥当性、民間らしさなどは一般的なこと

だと思いますので、具体的な提案、評価できる点として、実績を踏まえた、またより改善

策への取り組みや計画があることを１点目とさせてもらいたいと思います。また、そこに

危機管理の内容も併記していただければと思います。 

２点目が駐車場対策やプールの水質改善についての内容でまとめていただきたいと思い
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ます。 

１点目が「実績を踏まえた改善の取り組み」、２点目が「駐車場対策、プールの水質改

善」などという形でまとめていただきたいと思います。 

 

〇廣瀬主幹 

ありがとうございます。 

評価できる点、改善を要する点につきまして、文章化も含めて、こちらで整理をさせて

いただきたいと思います。 

 

〇藏田委員長 

重点的に改善に取り組んでいただく点はなかなか厳しいかと思います。 

公共スポーツ文化の創出に向けてのご尽力をお願いします。 

あとは、津波マニュアルに関する内容を入れたいと思います。「津波マニュアル」と

「利用者意見の反映」に関しての意見をまとめていただきたいと思います。 

その他につきましては、「実績がある反面、従来以上に本部による役職者の育成等の対

策」や「市民がスポーツに親しめるきっかけとなるスポーツ事業」などの観点でまとめて

いただきたいと思います 

 

〇廣瀬主幹 

承知しました。ありがとうございます。 

 

〇藏田委員長 

まとめていただいたものを含め、本日の選定等委員会については「茅ヶ崎市指定管理者

選定等委員会規則」第２条に基づき市長に答申をさせていただきたいと思いますが、よろ

しいでしょうか。 

 

【異議なし】 

 

○藏田委員長 

ありがとうございます。 

では、審査結果を市長に答申することとさせていただきます。 

では今後の予定について、事務局からご説明をお願いします。 

 

〇早坂主任 
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事務局より今後の予定についてご説明いたします。 

本委員会後、委員会が市長に答申し、その後、指定管理者の指定についての議案を１２

月に開催されます市議会定例会に提案をいたします。 

議決を得た後、指定管理者として指定され協定書の締結を行います。 

指定管理期間につきましては、令和６年４月１日から令和１１年３月３１日までの５年

間となります。 

なお、本日の選定結果につきましては、答申後、応募団体に個別に通知をするととも

に、市ホームページにおいて、採点結果等を公表いたします。 

また本日使用しました書類につきましては、後程回収をさせていただきますので、机上

に置いたままお帰りいただきますようお願いいたします。事務局からは以上でございま

す。 

 

〇藏田委員長 

ご説明ありがとうございました。 

それでは、臨時委員の長田委員におきましては、これにて茅ヶ崎市屋内温水プールの指

定管理者選定に係る委員としての任務が終了となりますが、引き続き、茅ヶ崎市体育館の

指定管理者実績の評価に係る臨時委員として、１２月以降の審議にもご参加いただく予定

となっておりますので、今後ともよろしくお願いします。 

本日はお忙しい中、ありがとうございました。 

 

〇廣瀬主幹 

ありがとうございました。 

そうしましたら、担当課の入れ替えと臨時委員の交代を行いますので、しばらくお待ち

ください。 

 

【所管課・臨時委員入替】 

 

〇藏田委員長 

それでは、議題（２）に移らせていただきたいと思います。 

「令和５年度第５回茅ヶ崎市指定管理者選定等委員会」にご参加いただきまして、あり

がとうございます。 

議題（２）につきましては、臨時委員として細田委員にご出席をいただいておりますの

で、どうぞよろしくお願いいたします。お忙しいところ、ありがとうございます。 

では、審議に入って参りたいと思います。 
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事務局、お願いいたします。 

 

〇廣瀬主幹 

では、細田委員よろしくお願いいたします。 

議題（２）につきましては、駐車場の施設管理課である安全対策課の職員４名が出席さ

せていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、議題（２）の資料の確認をさせていただきます。 

 

【資料確認】 

 

資料につきましては過不足ございませんでしょうか。 

よろしいでしょうか。ありがとうございます。 

続きまして、議題（２）以降の委員会の成立についてですが「茅ヶ崎市指定管理者選定

等委員会規則」第６条第２項に従いまして、本委員会委員５名のうち現在４名の出席で過

半数を超えておりますので、本委員会が成立していることをご報告いたします。 

それでは会議の進行を藏田委員長にお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いい

たします。 

 

〇藏田委員長 

よろしくお願いします。 

では、会議を進めさせていただきます。 

初めに議題（２）の公開・非公開についてお諮りをさせていただきます。 

議題（２）「茅ヶ崎市駐車場の指定管理者選定に係る面接審査について」は、法人等の

権利、競争上の地位、その他利害を害する恐れがある情報を審議するため、非公開とさせ

ていただきたいと思いますがよろしいでしょうか。 

 

【異議なし】 

 

では、非公開とさせていただきたいと思います。 

では、次第に沿いまして、議事を進めて参りたいと思います。 

議題（２）につきまして、事務局からご説明をお願いいたします。 

 

〇早坂主任 

それでは、茅ヶ崎市駐車場の指定管理者の候補者選定における面接審査の実施方法につ
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いて、ご説明をいたします。 

まず、これまでの経過といたしまして、７月２５日に本選定等委員会を開催いたしまし

て、募集要項等についてご意見をいただき、募集要項を８月７日に公開をしております。 

その後、８月２１日に希望する事業者に対し、応募者説明会兼現地見学会を実施いたし

まして、８月７日から８月２５日までを今回の募集に関する質問の受付期間とし、９月１

日までに質問への回答を行いました。 

その後、９月８日から９月２２日までを応募書類の受付期間といたしました。 

現地見学会には３者が参加され、最終的に１事業者からご応募をいただいております。 

応募者が３者以内のため、本日は、面接審査を行っていただきます。 

審査の流れについてですが、応募事業者に説明を２０分、委員からの質疑応答を概ね２

０分で行っていただき、その後、評価結果をご記入いただくこととなります。 

また、応募者の説明の際には、持ち時間２０分の１分前及び終了時にベルを鳴らしてお

知らせすることといたします。 

面接審査が終了しましたら、委員の皆様は、面接審査の採点及び総評を５分間でご記入

をお願いいたします。 

審査が終わりましたら、挙手をいただきましたら、事務局が回収に参ります。 

なお審査項目についてですが、お手元の評価表で３２項目ございます。 

評価点は「非常に優れている」は５点、「優れている」は４点、「普通」は３点、以下

２、１、０点となりますので、ご留意ください。 

最後に今回の選定では、提案事業者が１者しかいなかったことから、総合評価点が６割

にあたる３８４点以上となることが、指定管理者の候補者として選定される条件となりま

す。 

なお、委員の皆様からいただきました総評の「評価できる点」と「改善を要する点」に

つきましては、選定された団体への通知に記載し、指定管理期間の業務に反映していただ

きますので、評価表の総評についてご記載いただきますようお願いをいたします。説明は

以上でございます。 

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

〇藏田委員長 

ご説明ありがとうございました。 

今の進め方につきまして、何かご質問はございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

では、今ご説明いただきました内容で、審議を進めて参りたいと思います。 

審査に先立ちまして、施設所管課より応募団体の応募資格についてのご報告、応募者か

らの事前の質問事項等について、ご説明をお願いいたします。 
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〇小松課長補佐 

安全対策課小松より、応募団体の資格についてご説明申し上げます。 

ご応募いただきましたＡ社につきまして、募集要項に記載されている応募資格・項目を

すべて満たし、また提案を求める事項の記載や応募に際しての必要書類の提出など、募集

要項にお示ししている条件を満たしております。 

また、質問期間中に提出された質問については、２３問ございました。 

質問内容及び回答については、別紙に示している資料のとおりでございまして、茅ヶ崎

市ホームページ上でも掲載しております。 

説明は以上です。ご審査のほどよろしくお願いいたします。 

 

〇藏田委員長 

ご説明ありがとうございました。 

今のご説明内容につきまして、ご質問等ございますでしょうか。 

私から現状の管理状況について、所管課としての評価を事前にお伺いさせていただきた

いと思います。 

 

〇小松課長補佐 

必要に応じて業者とも連絡等を取れており、必要な対応は概ねできているという理解を

しております。 

 

〇藏田委員長 

わかりました。そのほかよろしいでしょうか。 

では、面接審査を開始させていただきたいと思います。 

進行につきまして、事務局からお願いいたします。 

 

【応募事業者（Ａ社）入室】 

 

〇廣瀬主幹 

最初に進行の説明をさせていただきます。 

委員長よろしいでしょうか。 

 

〇藏田委員長 

では、審査を始めて参りたいと思います。 
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説明については、事務局からお願いいたします。 

 

〇廣瀬主幹 

少々時間が早まってしまい、大変申し訳ございませんでした。どうぞよろしくお願いい

たします。 

ただいまから、茅ヶ崎市駐車場の指定管理者候補者の選定のための面接審査を行いま

す。 

本日はお忙しい中、ご出席いただき、ありがとうございます。 

面接審査でございますが、説明時間は２０分以内でお願いいたします。 

説明に関しましては、終了の１分前と終了時にベルにてお知らせをさせていただきま

す。 

終了時刻となりましたら、その時点で説明は終了としてください。 

また本日はＡIの議事録システムを使っておりまして、目の前のマイクの真ん中に人が

しゃべるマークのボタンがございますので、ご発言、ご説明をされる際は、そのボタンを

押していただいて、ランプが点いていることを確認してから、ご説明をしていただきます

ようお願いいたします。 

説明していただきましたら、引き続き質疑応答の時間を概ね２０分程度設けております

ので、よろしくお願いいたします。 

なお、説明にあたりましては、会社名、会社が特定される内容については、ご発言なさ

いませんようにお願いいたします。 

また、事前にお伝えさせていただいておりますが、応募書類に記載のない新たな提案事

項につきましては、説明をされないようお願いいたします。 

記載のない新たな提案事項については、評価には含めませんので、よろしくお願いいた

します。 

準備が整い次第、説明をよろしくお願いいたします。 

 

【応募事業者（Ａ社）プレゼンテーション】 

 

〇藏田委員長 

ご説明ありがとうございました。 

ここから質疑応答に入らせていただきます。２０分程度、質疑応答をさせていただけれ

ばと思います。 

委員の皆様からご質問ございましたらお願いいたします。 

山本委員、お願いします。 
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〇山本副委員長 

ご説明ありがとうございました。 

私から３点ほど伺いたいことがございまして、まず１点、１番問題になる第２駐車場の

混雑緩和対策という点につきまして、現在、駐車場の混雑表示は、南側の市役所から来る

国道１号側に１ヶ所、それから北側から来るところの表示の１ヶ所となっています。今、

Ｗｅｂで事前に確認できるという形のご提案をいただいていますが、現在の混雑の表示の

仕方について、現在実施している対策が十分であると考えていますでしょうか。今以上

に、もう少し混雑緩和対策として工夫ができないかなというところです。実際に利用者目

線で不満に思っているものですから、その点について、実際の事業者としてどのように考

えているのかお聞かせいただきたいと思います。 

国道１号から来る分には、市役所の駐車場が満車なら、その先の文化会館、体育館と、

満車なら先々の駐車場がありますが、逆に北側から来る場合には、市役所が一番先になる

ので、市役所が満車なときは、手前で曲がらなければいけない。それも右折で曲がらなけ

ればいけない。運転している目線から考えると、あの表示がすごく見づらいと感じていま

す。 

そのため、どうしても見逃して行ってしまって「駄目だ。Ｕターンしないと、どうしよ

うか。」ということになってしまいます。北側から利用する方の目線的なものを実際に御

社が自分たちで運転した上で、その辺りを実際に見ているのか、感じているのかというと

ころを確認させてください。可能であれば、さらなる表示を設置していただき、早めに状

況が分かれば、その分体育館に停めることも可能だし、特に、今後体育館の利用をもっと

促したいというところで考えれば、手前で右に曲がらなければいけないわけですから、も

っと早く右に曲がってもらう。あるいは、あそこから行かなくても、もっと手前で、右折

で入らないで、体育館は両サイドから入庫することができますので、違う道から入って来

ることもできるわけです。イオン前の信号から来なくても違う方向からでも入庫ができま

す。 

もっと手前で表示ができるような、そういう工夫ができないのかなといつもすごく感じ

ているので、その辺りに対してどう思っていらっしゃるのか。今まで管理している中で

も、その辺りに関しての疑問点をお持ちでなかったのかどうかをお伺いさせてください。   

それから、ご提案の中にカーシェアということでお話をいただいていますが、この点

も、第２駐車場がほぼ満車の状態が続く中で、そこにカーシェアを置かれるとなると１台

ということはないでしょうから２台・３台と複数台設置することとなると、利用者が止め

られなくなると思うので、具体的にどの場所でカーシェアをしようとしているのか。それ

こそ利用率の低いところでやるならまだしもというところのカーシェアを実際にするとし
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て、どう考えていらっしゃるのかをお聞かせください。 

３点目は、人件費の部分についてです。収支の予算の中での人件費についてですが、人

員配置で考える中では、１人で時間を変えて、常に２人というような中で、人員が重なる

時間帯もあれば、重ならないという人員配置の中で、人件費を年間１３５０万円で計上し

ていらっしゃるのですが、これは、どういった方を配置なさる予定なのでしょうか。２人

分の年収と考えても１人６００万円以上です。社会保険料を引いて考えても、１人５００

万円以上の年収の人が２人配置される計算かと思いますが、実際にこれまでそこで働いて

る方を見る限りでは、どちらかというとリタイアした方ではないかと感じていたものです

から、実際にどういった方をここに配置するのか教えていただけますでしょうか。予算と

して計上している人件費とその配置する方の年収と合わせて、本当にこの予算が正しいも

のなのかどうかというのは少し疑問に思いますので、以上３点についてお願いいたしま

す。 

 

〇応募事業者（Ａ社－①） 

まずは表示の件です。ご指摘のように、南北に１ヶ所ずつの表示をさせていただいてお

りますが、ご指摘のとおり、なかなか目立ちづらく、それぞれ１ヶ所の設置となりますの

で、それを見逃してしまうと、確かに「あっ、しまった」ということになるケースはある

のかと思います。 

設置をさせていただいた当初は、当然ながら我々も車に乗り、どの辺りが良いのかとい

うことは検討いたしました。茅ヶ崎市様とも協議の上で、設置させていただいた点ではあ

るのですが、やはりお客様目線でいうと、まだ足りない部分も確かにあるのかというの

は、ご指摘のとおりかと思います。 

我々がよくやっておりますのが、電柱広告みたいなものがあるかと思いますが、あのよ

うなものをよく導入しておりまして、連続的にかなり手前から、何メートル先みたいな形

で、やっているケースは多々ございますので、個別にマーク表示まで入れるのは、コスト

の問題であるとか、土地を借りて設置をしていく必要があるので、なかなか難しいかと思

いますが、そういった電柱広告や野立の看板のようなものを個別に設置をしていくことは

可能かと考えております。先ほどおっしゃられたように、ルートを変えたご案内をする看

板を設置したり、あとは、皆さんが市役所に来る場合は、どうしても第２駐車場に駐車す

る傾向にあり、第３駐車場、第４駐車場も空いているのに、そのように行きたがるのは、

そもそも存在を知らない方もいらっしゃるのかと思いますので、その辺りの告知も含めた

内容のものを、庁舎に設置させていただくなどして、対策をしていければと思っておりま

す。 

その辺りは、我々が展開しているホームページにも、そういった表記をすることはでき
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ますので、案内を掲示したり、茅ヶ崎市様側のホームページにも入れていただくことはで

きると思いますので、案内面の強化を図っていくとともに、先ほどの物理的な看板などの

増設も含めて検討させていただきたいと思います。 

それから、カーシェアの件につきまして、こちらについてもまさにご指摘のとおり、第

２駐車場に設置してしまうと、非常に混雑しやすいということなので、そこを専用のスペ

ースとして使うということは、混雑をさらにひどくする要因にもなるかと思います。その

辺りにつきましては、あくまでも「絶対に設置する。」ということではなく、あくまでも

稼働が落ち着いているのが前提となります。第２駐車場の稼働が低くなることは、なかな

か考えづらいかと思いますので、設置をするのであれば、台数的にも第３駐車場などが好

ましいのかと考えておりますので、あくまでも設置をすること自体につきましては、茅ヶ

崎市様と協議をし、了解を取った上で入れることになります。これは絶対的なものではな

いとお考えいただきたいと思います。 

 

〇応募事業者（Ａ社－②） 

３点目の人件費の部分についてですが、想定では年額１３５０万円ほどの金額を計上さ

せていただいていますが、単純に日勤１名あたりの予算として１万８５００円程度を見込

んでおります。 

指定管理期間が５年間ということもあり、昨今の人件費の高騰も加味した計算とし、年

間何％ずつ上がっていくのかを直近の最低賃金の上昇率などを基に計算をしております。 

また、配置させていただく人員に関しましては、アルバイトスタッフにはなりますが、

そこに交通費や被服費、福利厚生の部分も入ってきますので、そういった部分を加味して

今回費用を算出しておりますので、弊社としては、そこまで大幅な金額を出しているとい

う認識はなく、算出をさせていただいております。 

 

〇山本副委員長 

今のお話ですと、１３５０万円は高くないということでしょうか。単純に計算すると日

勤１万８５００円が２人で３０日。被服費などを入れても月１００万円、あるいは１００

万円以内で収まるかと思いますがいかがでしょうか。被服費や福利厚生を入れても１ヵ月

あたり１００万円、１２ヶ月で１２００万円にて収まるのではないでしょうか。 

 

〇応募事業者（Ａ社－②） 

繰り返しになってしまうのですが、昨今、人件費がかなり高騰をしております。 

高騰分につきまして、５年間の上昇率も計算に入れさせてもらっているところもあり、

その平均で人件費を算出させていただいています。 
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〇山本副委員長 

この収支計画では、各年度１３５０万円で計上しており、人件費が上昇しない形で収支

を計上しているかと思います。 

そうすると、令和６年や令和７年では１３５０万円もかからないと思うのですが、その

分は、納付金としてこちらへ戻してくださると考えて良いのでしょうか。 

 

〇応募事業者（Ａ社－①） 

これは、５年間で平均した額となっておりますので、納付額については、収支計画に記

載をさせていただいた金額となります。 

 

〇山本副委員長 

可能であれば、もう少し現実に近い数値を出していただきたいと感じました。 

 

〇藏田委員長 

他にいかがでしょうか。小山委員、お願いします。 

 

〇小山委員 

藤沢市の白旗に保守スタッフのセンターがあって、おそらくその営業所からここに来る

には２０分程度で済むと思いますが、現在は、藤沢の営業所において、現場に急行すると

いった実績はどの程度あるのでしょうか。 

 

〇応募事業者（Ａ社－①） 

トラブル対応ということでよろしいでしょうか。 

 

〇小山委員 

その通りです。 

 

〇応募事業者（Ａ社－①） 

具体的なデータでは、まとめていませんが、我々の神奈川支店の管轄になりますが、神

奈川支店だけでも、無人のコインパーキングも含めると、物件数でいうと１０００ヶ所以

上を扱っています。その規模で考えますと、大小含めますと、数えきれないほどの対応を

行っております。 
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〇小山委員 

感覚的で結構ですが、茅ヶ崎市で今度は２４時間管理をするとなったときに、日中で人

がいるときは別ですが、夜間、どのような経路で現場に向かうかは分かりませんが、トラ

ブル対応がこの第２駐車場で、１年間にどの程度発生し得るものなのでしょうか。 

 

〇応募事業者（Ａ社－①） 

深夜時間帯のトラブルという認識でよろしいでしょうか。 

 

〇小山委員 

 その通りです。 

 

〇応募事業者（Ａ社－①） 

ここの駐車場につきましては、２４時間営業化されるということではありますが、近隣

の茅ヶ崎市全般の駐車場の稼働状況を考慮しますと、深夜時間帯の入出庫は少ない状況で

ございます。夜通し駐車するにしても夜の７時、８時ぐらいから夜通し駐車される方が多

いため、深夜時間帯に出入りすること自体は少ない状況です。 

そうしますと、トラブルというのは、主に車を出すときに発生することがほとんどです

ので、あまり深夜の時間帯に出庫時のトラブルが多発することはないかと想定しておりま

す。 

 

〇小山委員 

要するに、機器トラブルが発生したときには、現地では、どうしようもないのだろうな

と思います。 

そのときは、藤沢から来てもらうことになるのでしょうけれど、例えば、現在御社が行

っている施設で、１日に日中も含めて、何件ぐらい発生しているのでしょうかという質問

に変えさせていただきます。 

 

〇応募事業者（Ａ社－①） 

こちらの駐車場でということでしょうか。 

 

〇小山委員 

いえ、鎌倉や藤沢など管轄されている範囲でということです。 

 

〇応募事業者（Ａ社－①） 
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全体でということでしょうか。 

 

〇小山委員 

全体的にお願いいたします。あらかた１ヶ月に１件程度しかないということなのか、そ

れとも１日に４～５件はあるという話なのか。程度や感覚でも良いので、教えていただけ

ますでしょうか。 

 

〇応募事業者（Ａ社－①） 

感覚値になってしまいますが、神奈川支店の管轄でいうと、おそらく１日に３０件から

４０件程度のトラブルは発生しているかと思います。先ほど申し上げたように、小さなも

のから重めのトラブルまで含めてという話になります。ただ、こちらの事業計画書にも記

載しておりますように、こちらは、ゲート式の駐車場になりますので、何か機械的なトラ

ブルがあって、出庫できないとなった場合も、コールセンターからゲートの遠隔開閉がで

きますので、保守スタッフが現場に向かわなくても、お客様に出庫していただくことがで

きる体制になっております。 

 

〇小山委員 

ありがとうございました。 

そうしたトラブルにすぐ対応できるものなのかどうかが気になったものですので、お伺

いさせていただきました。ありがとうございます。 

 

〇藏田委員長 

細田委員、お願いします。 

 

〇細田委員 

駐車場管理は、これからシステム化がどんどん進んでいくかと思います。 

私も市役所には、月間で３分の２程度は車で来ています。 

その中で、先ほど山本先生からもお話があった駐車場の状況です。空きがあり、空いて

いる台数が何台ということで、１番目安にしているのは、いつも、どこへ行ってもそうで

すが、空いてる台数が何台ぐらいあるのかということです。 

満車であるということは把握できます。しかし、満車ではないところで空いてたのは、

身障者のスペースで、そのスペースが空いていたりなど、実際に入っても駐車ができない

という傾向がよくあります。 

もし、空きがあった場合には、身障者用のスペースは、空き台数から外しておくとか、



- 30 - 

何かそういうシステム的な対応を取りながら「今現在、○台空いていますよ。」というも

のが手前で分かるようになると、近くに来てから信号の近く、あるいは曲がってからでは

なくて、手前にあると、自分の予測としても、次の奥の方へとなる。例えば、南側から市

役所に行けば、市が満車だったら、文化会館、文化会館も満車だったら、体育館の地下

と、最初からもう方向性がわかりますから、それで私も事故を起こしたことはないのです

が、私の前に入っている人が、慌ててハンドルを左に切ったのを右に返して事故を起こし

て、若いお巡りさんにかなり怒られていましたが、そういうことが突発的には、私も高齢

者ですが、高齢者の運転ではあり得ると感じております。 

だからこそ利用者側の目線で、その辺りをもう一度、表示にしても中に入ってからのこ

とにしても、検討していだき、当然機械化が進んでいくものについては、その程度は皆、

対応できると思います。 

重ねて申し上げますが、利用者側からの目線で、苦情にしてもそうですが、そういう点

で、もう１度いろいろなものを見直していただき、それをどうシステムに生かしていくか

とかを検討していただくと、人件費の問題も絡んできますので、いろいろと幅広く動きが

出てきますので、ぜひ、その辺りをご検討いただけるとありがたいと思います。 

 

〇応募事業者（Ａ社－①） 

承知しました。 

 

〇藏田委員長 

何かご回答ありますでしょうか。 

 

〇応募事業者（Ａ社－①） 

先ほどの台数表示の件につきましては、ご指摘のとおり、システム的には「残り何台、

空いていますよ。」という表示に関しては実施可能です。 

現状でも実施はできますが、以前はインターネット上で配信ということもしていたので

すが、物件によっては、現地で細かく管理人が台数調整をしたりということで、どうして

も表示と誤差が一時的にできてしまったりということで、１００％の正確性をなかなか担

保できないということが１つございます。あとは、我々の内側の理由ですが、稼働状況が

分かってしまうということもあって、今はあくまでも満か空か、あるいは混雑かという程

度のマーク状況の配信に留めているというのが実情でございますが、物件によっては、も

う少し細かくお示しするということも必要なのかとは思っております。 

 

〇藏田委員長 
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よろしいでしょうか。 

時間がきているようですが、私からは３点お伺いさせていただきます。 

１点目は、機器の撤去について、現在、便宜的に１００万円を計上されていらっしゃっ

て、撤去が発生しなかった場合には、納付金とするというご説明をいただきましたが、具

体的に今までの例でも、いろいろと事業者が変わられると思います。スムーズな撤去、引

き継ぎについては、どのように対応されていらっしゃるのかというのをご説明くださいと

いうのが１目。 

２点目は、今の細田委員のご回答にも関連しますが、事業者なので、民間のビジネスの

ノウハウについて、いたずらに情報提供しないというのは構わないのですが、指定管理事

業ですので、どういう車が何台、どれぐらいの時間帯で、どのように稼動しているのかと

いう詳細なデータについては、当然、指定管理者から市に対してご報告いただく必要があ

り、それを踏まえて、どう対応するのかという対策を適切にこちら側も市の側も判断する

必要があります。その点についての利用状況のデータの把握をされていらっしゃるかと思

いますが、その提供と現時点で御社が考える利用状況の分析を踏まえた上での対策を何か

お考えになっていらっしゃることがあったら教えてください。 

３点目ですが、当然御社のスケールメリットの中で、全国４ヶ所のコールセンターを含

めて、万全な体制を敷いていただいているということですが、地域経済の活性化という課

題が、市としてはございます。 

すべてお支払いしたお金が、市域外に出ていくことについては、市の経済発展の観点か

らは、やはり考慮すべき問題かという意味で、地域雇用や地域調達といったような点につ

いてのご配慮が、もしあるのであれば、その点についてのお答えをいただければと思いま

す。以上３点をお願いします。 

 

〇応募事業者（Ａ社－①） 

引き継ぎについてですが、我々が新たに引き継いだり、あるいは、他の業者さんに引き

継いだりということは行っていることでして、今回につきましては、元々ありました第１

駐車場が典型的ですが、一般的に自治体様の駐車場は、例えば定期券の販売や回数券を販

売していたりといったものが多いので、その辺りの引き継ぎは、非常に大変だったりしま

す。有効期間が年度を跨いでいたりということもありますが、今回は定期券や回数券を扱

っていないということなので、そこのところは非常にシンプルなのかと考えています。 

基本的には、現状の機械は、我々が持ち込んでいる機械になりますので、こちらの工程

をしっかりといつまでに撤去する。次の事業者さんはいつから設置をしていただくという

機械の入れ替えについて、ここの部分がいかにスムーズにいくかという打ち合わせをさせ

ていただきまして、基本的には、上に乗っている機械を我々が撤去し、白線などは、次の
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事業者さんとの協議で、生かしたり、残したりということもやらせていただくかと思いま

すので、その辺りの引き継ぎの協議をしっかりさせていただいた上で、次の事業者さんが

スムーズに機器の設置ができればと思っております。あとは、市役所の窓口に置いてある

認証機などの入れ替えをスムーズにできるようにということでは、公共駐車場になります

ので、引き継ぎには最大限の協力をさせていただきたいと考えております。 

データ開示につきましては、現状でも実はいろいろなデータは取れています。稼働率や

何時間止めた方が何台いるということもすべてデータとしては取れますので、ご指示があ

るものについては、収入額のご報告などと同時に、データ提供することはできます。お申

しつけいただければ、定期的な報告ということでやらせていただきます。 

それを元に、例えば、まさに今回の案件ですが、現状では非常に夜間の稼働率が低い

と、その部分が駐車場として遊んでいる部分になりますので、ここでいかに稼働率を上げ

て、収入を確保していくかということが課題であると考えています。今回のホテルができ

たというのは、非常に大きなチャンスであると考えております。 

最後の地域貢献ということにつきましては、すごくシンプルな駐車場でございますの

で、何かそこでイベントを実施したりというのもなかなか難しいかと思っているのです

が、公共駐車場として、皆様が使いやすく、特に茅ヶ崎市は、非常に知名度の高い自治体

さんで、この間のサザンのコンサートみたいに、いろいろなところからたくさんの方がい

らっしゃる場所でございますので、いかにそういう方々に安価に安心して使っていただけ

るかというところが、それこそが地域貢献なのかなと思っていますので、そういった回答

で代えさせていただければと思っております。 

 

〇藏田委員長 

承知しました。地域貢献については、先ほどあった人件費の部分に関して、２人のアル

バイトであれば半数あるいは、３分の１を地元雇用するなどとのご提案をいただいて然る

べきかと思います。当然、御社のご都合もあろうかと思いますが、地元雇用の面について

は担当課とのやりとりも含めて、ぜひ積極的にご意見をいただけるようご検討いただけれ

ばと思います。 

他にいかがでしょうか。 

ありがとうございました。では時間となりましたので、質疑応答は以上とさせていただ

きたいと思います。ご説明ありがとうございました。 

結果につきましては後日、通知をさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいた

します。本日はありがとうございました。 

 

【応募事業者（Ａ社）退室】 
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〇廣瀬主幹 

お疲れ様でした。 

委員の皆様におかれましては、評価票の記入をお願いいたします。 

面接審査の評価点と総評の記載をお願いいたします。 

総評につきましては、箇条書きで簡潔にご記載をお願いいたします。 

挙手をいただきましたら回収に伺います。 

記載が終わりましたら、しばし休憩となります。よろしくお願いします。 

 

【集計】 

 

〇藏田委員長 

それでは会議を再開させていただきたいと思います。 

事務局から集計結果の説明をお願いします。 

 

〇廣瀬主幹 

それでは、集計が終わりましたので、スクリーンをご覧いただきますようお願いいたし

ます。 

Ａ社の最終評価点は、４５６点となりました。 

以上の結果、今回唯一の応募をいただきましたＡ社につきましては、本日の選定等委員

会で採点をいただきました４５６点が満点の６割を満たしていることから、指定管理者の

候補者としたいと考えております。 

応募者につきましてですが、Ａ社については、タイムズ２４株式会社連合体でございま

す。 

審査結果は以上でございます。 

 

〇藏田委員長 

ありがとうございます。ただいま事務局からご報告がありましたとおり、茅ヶ崎市駐車

場において、面接審査による合計点が満点の６割以上で、かつ最高得点のタイムズ２４株

式会社連合体を指定管理者の候補者として選定することを決定してよろしいでしょうか。 

 

【異議なし】 

 

○藏田委員長 
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ありがとうございます。 

では、ご承認いただきましたので、タイムズ２４株式会社連合体を指定管理者の候補者

として選定することといたします。 

では委員会からの評価できる点、改善点をまとめたいと思います。 

評価できる点、改善を要する点をそれぞれ３点程度でまとめていきます。 

１、２、３番目ぐらいでよろしいのではないでしょうか。 

全体として実績があって、引き続きご協力をいただくことで良いかと思います。 

１、２、３をまとめていただきたいと思います。 

次に重点的に取り組んでいただく、改善に取り組んでいただく事項ですが、空車対策、

駐車場対策、事前精算機に関してまとめていただければと思います。 

１はそのまま全般論として残していただき、順番としては、３番目になると思うのです

が、３番目として記載していただければと思います。 

空車表示、空きスペースの情報の有無、渋滞対策、事前精算機までを具体的な改善事項

として入れていただきたいと思います。あとは、具体的な収支計画について、特に人件費

や納付金と１番最後の利用データの提供に関しては、同じになるかと思いますので、こち

らでまとめていただきたいと思います。 

地元雇用については、入れた方が良いかと思いますが、いかがでしょうか。 

 

 

○山本副委員長 

 やはり、人件費に関しては１３００万円も掛かることはないと思います。 

 

○藏田委員長 

他のものは、全国調達なので目をつぶるとして、スタッフに関しては地元雇用というの

観点で入れさせていただきたいと思います。 

 

○山本副委員長 

地域貢献のことも入れていただきたいです。 

 

〇廣瀬主幹 

おっしゃっていただいた「地域貢献」や「地域経済活性化のために」というような枕言

葉があり、さらに「努めるように」というような書きぶりでしたらば入れてもよろしいか

と思います。 
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〇藏田委員長 

文面のまとめに関しては事務局でお願いいたします。 

では、以上の選定結果につきまして「茅ヶ崎市指定管理者選定等委員会規則」第２条に

基づき、市長に答申をさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

【異議なし】 

 

○藏田委員長 

ありがとうございます。お認めいただきましたので、以上の選定結果につきまして、市

長に答申をさせていただきます。 

今後の予定について事務局から説明をお願いいたします。 

 

〇早坂主任 

事務局より今後の予定について説明いたします。 

先ほど議題といたしました「屋内温水プール」同様、本委員会後、委員会が市長に答申

し、その後、指定管理者の指定についての議案を１２月に開催されます市議会定例会に提

案いたします。 

議決を経た後、指定管理者として指定され、協定書の締結を行います。 

指定管理期間につきましては、令和６年４月１日から令和１１年３月３１日までの５年

間となります。 

なお、本日の選定結果につきましては、答申後、応募団体に個別に通知するとともに、

市ホームページにおいて、採点結果等を公表いたします。 

また、本日使用しました書類につきましては、後程回収をさせていただきますので、机

上に置いたままお帰りいただきますようお願いいたします。事務局からは以上でございま

す。 

 

〇藏田委員長 

ありがとうございます。 

では、議題（２）「茅ヶ崎市駐車場の指定管理者選定に係る面接審査について」は以上

となります。 

臨時委員の細田委員におかれましては、お忙しい中ご協力をいただきまして、ありがと

うございました。 

では、議題（３）「その他」につきまして、事務局からご説明をお願いします。 
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〇廣瀬主幹 

準備をさせていただきますので、少々お待ちください。 

 

〇藏田委員長 

ご説明をお願いいたします。 

 

〇岡崎課長補佐 

それでは、ご説明をさせていただきます。資料が当日のお渡しになってしまい、申し訳

ございません。 

内容といたしましては、先般８月１０日「第３回茅ヶ崎市指定管理者選定等委員会」に

おいて、「指定管理者制度導入に関する基本的考え方」を包括的な委託の方式、公民連携

方式を採用する場合において、指定管理者の選定の手続きに関して、現在ではＰＦＩに限

っている簡略的な方式を拡大するというところでお諮りをさせていただいたものでござい

ます。 

８月１０日の際に、ご意見を承ったことを踏まえまして、内容を検討させていただいた

ものを再度ご覧いただき、ご意見を頂戴できればという趣旨でございます。 

お配りをさせていただきましたのが、Ａ３横のホチキス止めで４ページのもの、これが

「新旧対照表」ということで、改正をする前、現行で動いているものを一番右の縦の列、

前回８月１０日にご覧いただきましたのが真ん中「前回案」と書かせていただいたもの、

今回、改めて作らせていただいたものが、左の縦列「今回案」になって参ります。もう１

部、お配りさせていただいたのが、見え消しの形で、全体の基本的考え方に溶け込ませて

いただいたものを参考までに置かせていただいたところでございます。 

内容の概要について、ご説明をさせていただければと思います。 

資料については、Ａ３横の資料を基にご説明をさせていただきます。 

まず１ページ目については、特に前回諮らせていただいた内容と変えた部分はございま

せん。ページをめくっていただきまして２ページ目、左の縦列、網掛けをさせていただい

てる部分が、前回から内容を変更させていただいた部分になって参ります。 

まず上のところ「（１）指定管理者の募集の基本的考え方」の「イ」については、前回

の内容は、どうしてもＤＢＯ等を強く意識した内容になってございましたので、広く賃貸

借等々も含めた手法を巻き込んでいけるように表現を改めさせていただいたのが、（１）

の「イ」になって参ります。 

その下「（２）選定の単位」でございますが、こちらについては、複数の施設をまとめ

て募集等々をさせていただける条件について規定をしているところではございますが、広

く事務の効率化等々施設の目的の効果的な達成等を踏まえて、様々な場合に、柔軟に対応
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していけるように「ウ その他」ということで追加をさせていただきながら、その跳ね返

りというところで、最初のリード文にいろいろと書かせていただいた分を「次の場合に

は」ということで、「ア」「イ」「ウ」に飛ばすような形をとったものでございます。 

その下（６）の部分になりますが、網掛けの部分「本基本的考え方の規定に準じた選定

過程を経てＰＦＩ事業等の受託者が」というところですが、こちらにつきましては、こう

いった包括的な公民連携手法を採用して、指定管理者を特別な手法で選ぶ場合に、こちら

の指定管理者の基本的考え方に書かれているような、きちんとした選定の仕方を踏まえ

た、それに準じた選定の仕方を取っていただくという趣旨を込めた記載になってございま

す。 

ページをおめくりいただきまして３ページについては、特段変更してはございませんの

で、その先、４ページにお進みをいただきますと、基本的考え方の中に「Ｐ２７第１１

条」と書かれている部分ですが、基本協定書の雛形ということで参照条文、前回、少しず

れているというご指摘をいただきましたことを踏まえまして、直させていただいたという

ところが１点でございます。 

１番下の部分につきましては、不可抗力は、どういうものを指すんだよというのを基本

協定のリスク分担表の次に書かせていただいていますが、コロナ禍を踏まえまして、適

宜、募集要項は、変えさせていただいている部分もありますが、最後に「・疫病」を追加

させていただくのを基本的なフォーマットにさせていただければということで、書いたも

のでございます。 

ご説明は以上になります。 

今日、もしご意見をいただけるようであれば、いただきながら、本日欠席の委員もいら

っしゃいますので、データ等をお送りさせていただきながら、また次回の委員会に向け

て、ご意見をメール等でいただければと思いますので、よろしくどうぞお願いいたしま

す。以上でございます。 

 

〇藏田委員長 

ありがとうございます。 

今のご説明につきまして、何かご質問等ございますでしょうか。 

 

〇山本副委員長 

とりあえず、前回の指摘事項が網羅されていることは確認できました。 

 

〇藏田委員長 

次回、これを議論する時間はありますか。 
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〇岡崎課長補佐 

次回は、時間的に非常に厳しくて、次回あるいはその次も含めながら、ご意見を承りた

いと思っておりますので、この改正については、また年度末に向けて、その他、いろいろ

な年間を通じての指定管理者制度運用の課題等を反映することも考えさせていただければ

と思いますので、改正自体はその時にまとめてでも良いのかなということで、先に案件と

してご相談をさせていただきましたので、今回ご報告という意味も込めまして、途中経過

をお伝えさせていただいたところでございます。 

 

〇藏田委員長 

ありがとうございます。 

では、ご検討をいただいて、適宜事務局にご意見等ございましたらお願いしますという

ことですね。 

ありがとうございます。 

では最後に次回の予定について、事務局からご説明をお願いします。 

 

〇早坂主任 

事務局より次回の予定について、ご説明いたします。 

次回は、１０月１７日（火）午後、本日と同じく理事者控室にて、先日上位３社を候補

者といたしました「茅ヶ崎公園体験学習センター」と「茅ヶ崎市勤労市民会館」の指定管

理者選定に係る面接審査を実施いたします。 

当日のスケジュールについては、先週すでにお送りしたとおりとなります。ご協力のほ

どよろしくお願いいたします。 

また、本日使用しました書類につきましては、回収させていただきますので、机上に置

いたままにしていただきますようお願いいたします。事務局からは以上となります。 

 

〇藏田委員長 

委員の皆様から何かございますでしょうか。 

１点だけ駐車場の件は、担当課があまり駐車場施策に関する意識がないように見受けら

れますので、行政改革推進課も関わった方が良いかと思います。今回の提案に関して、３

社が説明会に来て１社しかこなかったというのは、私の推察からすると、情報がきちんと

出ていないからです。 

今日やり取りされたように、ライバル他社に情報開示する必要は全くありませんが、茅

ヶ崎市の公共の施設であるこの駐車場が、どのように利用されていて、それをより良く活
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用するにはどうしたら良いかという情報は、市がきちんと把握をしていく必要があるかと

思います。もちろんノウハウに関わるようなところを出す必要はないですが、一方で、課

題なり、例えば夜間の利用について、より提案を求めたいというように投げれば、タイム

ズ２４株式会社連合体以外のところが手を挙げられたかもしれません。そういう意味では

ＥＢＰＭの考え方からすると、１番はまりやすいところですので、例えば、滞在時間によ

ってとか、繁閑はどうなのかとかイベントとの整合性みたいなところを、ぜひ、行革も２

人３脚で、追っかけていただき、もっとリソースを持っている会社なので、今日も言われ

たように「言われればやります。」だったので、「それでは言いましょう。」ということ

だと思いますし、あと人件費のところなどもコンプライアンス上、問題がありそうなとこ

ろもあります。正直、この数字を見てもどんぶり勘定でやっている。そこは、民間ビジネ

スと違って、きちんと説明責任を果たさなければいけないので、きちんとご報告をいただ

いて、精算をしていく。もちろんルールに従って、それ以上を求める訳ではないです。数

字を超えた分の５０％を返してもらうということであれば、きちんとした数字が幾らで、

その内、これだけは超えるから半分ですねというようにしていかないと、お互いにあまり

良くないかと思いますので、その点は、ご検討いただければということで、発言をさせて

いただきます。 

では、以上とさせていただきたいと思います。 

これをもちまして「令和５年度第５回茅ヶ崎市指定管理者等選定委員会」を終了とさせ

ていただきます。ご協力ありがとうございました。 

 

以上 


